
 

 

 

 

 

第２８回群馬県生協連女性協議会定期総会が、６

月１０日（木）ぐんま男女共同参画センターで開催

されました。今年度の定期総会は、群馬県にまん延

防止等重点措置が適用されたこともあり、昨年同様

新旧運営委員と事務局のみの参加となりました。 

この１年女性協の活動も思うようには進みません

でしたが、昨年１１月に２生協訪問懇談会、今年４

月には女性協として初めてのオンライン学習交流会

を開催出来ました。毎月の運営委員会もオンライン併用等、コロナ禍でも出来る活動をみな

さんと一緒に考えていきたいと思います。 

来賓としてご出席された県ぐんま男女共同参画センター所長石井富美代氏から「コロナ禍

での女性の働き方、生きづらさがあぶり出された。ジェンダーバイアスを無くし、あらゆる

分野で個性と能力を発揮できるような社会にすることが大切。生協の立場で男女共同参画の

課題に取り組んでいただきたい」と挨拶がありました。 

議事は中野真由里運営委員が司会として進行し、提出された５１名の書面議決書について、

第１号議案「２０２０年度活動報告および活動費報告承認の件」、第２号議案「２０２１年度

活動方針案及び活動費計画決定の件」、第３号議案役員（補充）選任の件」の賛成多数を確認

しました。今回運営委員の一部交代がありましたので若干の時間、運営員交流を行いました。

最後に藤原副会長より「女性協の活動にご協力いただいたすべての人に感謝します。みなさ

ま方のご指導、ご協力を頂きながら運営委員一同、男女共同参画、ＳＤＧｓ、ジェンダー平

等に向けて取り組んでいきたいと思います」と閉会の挨拶があり、約１時間の総会を終了し

ました。                     会長 田中 利恵子（コープぐんま） 

第２８回定期総会はコロナ禍の中、運営委

員のみの総会でしたが、田中会長や石井所長

の挨拶の中でこの状況の中だから取り組めた

学習会やアンケート調査、そこから見いだせ

た諸問題が多々浮き掘りにされたのではない

かという点では私自身まだまだ勉強不足です

が、更に深めていく必要性を感じました。 

最後にジェンダーバイアスについて改めて

身近な職場や地域、家族を振り返り意見交換

ができたのは良かったと思います。 

運営委員 下田 晶子（北毛保健生協） 

運営委員となって初めての総会は、昨

年に引き続き書面議決となりました。 

オンライン併用も検討された総会でし

たが、運営委員は全員実参加となり、久々

に皆さんにお会いして、やはり対面は良

いものだなぁと実感しました。 

書面議決書の開封や集計など慣れない

作業に戸惑いながらも無事に終了できま

した。 

運営委員 中島 瑞恵（生活クラブ生協） 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



  

 

 

群馬県生協連女性協議会は、４月２

１日（水）に「群馬の男女共同参画と

コロナの影響について学ぶ」をテーマ

に、Ｚｏｏｍを利用した企画としては

初の組合員オンライン学習交流会を開

催しました。 

学習交流会の発信会場となった県ぐ

んま男女共同参画センターには女性協

議会運営委員、県連事務局が参加し、

会場・オンラインを含めて７会員生協

から３８名が参加しました。 

交流会の司会には吉田寿美子女性協議会運営委員（はるな

生協）があたり、開会にあたり女性協議会田中利恵子会長か

ら「オンラインという新しい形の参加が学べる裾野を広げ

たと前向きに考えたい。今日は石井所長さんの講演から、

コロナ禍によるくらしや地域の課題について一緒に考えたい」

とビデオメッセージによるあいさつがありました。 

■基調講演（要旨） 講師 群馬県ぐんま男女共同参画センター所長 石井富美代氏 

【男女共同参画社会とは】 

 男女共同参画社会基本法に、性別にかかわりなく、その個性と能力と

十分に発揮することができる社会、かつともに責任を担うべき社会と定

めていて、「職場に活気」「家庭生活の充実」「地域力の向上」と一人ひと

りの豊かな人生の実現を目指すものです。 

【群馬県の男女共同参画の状況】 

 群馬県では、農業委員（の女性の割合）が全国都道府県中７位という

一方で、市町村議会議員、市町村審議会等委員、市町村管理職、中学・高

校教頭以上などの項目で全国下位１０番目以内であり、特に自治会長は全国４７位と最下

位です。 

 就業分野では、子育て世代女性の有職率が７７.７％と多い一方、女性の約６割が非正

規就業者、約４割が正規であり、男性の状況（８割正規、２割非正規）と大きく異なって

います。フルタイム就業者のみで比較した給与でも、男性を１００をとすると女性は７４.

２と賃金格差は依然として大きな開きがあります。 

【コロナ禍が女性に及ぼす影響について】 

 昨年秋にインターネット（県庁電子申請システムを利用）で公募したアンケートに８２

６人から回答が寄せられ、結果をまとめました。 

〇働き方の変化があった人となかった人は半々くらい、会社の都合で休んだことがある

人３４人、自己または会社の都合で辞めた人は１３人ありました、〇家庭の収入が減っ

たとの回答が１６７人（２０.２％）、今後収入が減りそうとの回答が３０８人（３７.

３％）でした、〇生活や行動の変化では、家事負担が増えたとの回答が２４６人、「パー

トナーとの関係が悪くなった」は、「ＤＶを受けるようになった」を含めて５４人の回答

があった一方で家族との食事の回数が増えたなど良くなったとする回答も５３人ありま

石井所長による基調講演のようす 

田中会長（左）、吉田委員（右） 

石井所長 



した、心身に変化があったかの問いには、５７６人（６９.７％）があったと回答、その

うち３２０人が不安な気持ちで落ち着かない、ストレスで身体の調子が良くない等と回

答しています。 

【アンケート結果からの分析について】 

アンケート調査の結果から、①感染拡大は女性への影響が深刻、②女性の非正規就業者

が受けた打撃は極めて大きく厳しい状況、③ＤＶや性暴力の増加、深刻化が懸念される、

④不安や悩みを抱え、心身の不調を訴える女性が増えている、⑤シングルマザーから収入

減少、生活が苦しいとの切実な声、⑥女性の家事・育児等の負担増にも留意が必要、など

の分析をしています。 

【課題解決の方向性について】 

早急に、「経済的支援」「心身不調への支援」「ＤＶ・性暴力への対応」が必要です。 

中長期的には、ポストコロナにあって格差を克服したジェンダー平等に向けた対応が求

められます。「誰も取り残さない、包括的な社会の実現」＝「男女共同参画社会の実現」

を全庁で取り組むとともに、各女性団体の皆様と協働して事業を推進していきます。 

 

 基調講演のあと、２会員生協から現場の事例報告を聞きました。 

■会員生協事例報告（要旨） 

【生活協同組合コープぐんま 管理部人事課長 内山玲子さん】 

 学校の休校による特別有休制度を利用した１６名は全員女性など、感

染拡大で地域生協に働く女性にも大きな影響がありました。在宅で注文

が増えて欠品が多くなり、組合員さんから多くのお叱りや失望の声を受

けたり、配達先では対面のお渡しが拒否され、保育園からこれから中に

入らないでくださいと言われたこともありました。一方で「いつもあり

がとう。大変な中届けてもらい助かっています」など励ましの声もいただき、自分たちの

仕事が組合員さんの生活を支えていることを実感しました。 
 

【利根保健生活協同組合 利根中央病院 看護部長 布施正子さん】  

 大きな問題としてコロナハラスメントがありました。利根中央病院勤

務ということだけで家族の出勤が断られる、保育園・学童からもお断り

などがあり、怖くて出勤できないなど職員の心的ストレスもありました。 

 そんな中で全国や地元の多くの方からのメッセージや物資等の支援に

支えられて病院再開に向けて頑張ることができました。コロナ禍だから

こそ、支えあい、つながりあいの医療生協らしい活動をしていく必要が

あると感じています。多くの方々とできたつながりを財産として、地域の人たちの力とな

れるような医療活動を続けていきたいです。 

 オンライン参加者からは、以下のような感想が寄せられました。 

「石井所長の声がとても聞きやすかったです。話すスピードもよかったです。群馬で子育て

をしながら働く一人として、群馬県の実態が数字で知れたのはとても興味深く聞くことがで

きました」 

「女性自身も考え方を変えなければ女性参画もむずかしい。群馬の風土や文化も大いに関係

しているので男が頑張ればいいという考えを家庭内にも向けてもらい、子育てや家事もやっ

てもらえれば、女性の良さを他の方面に発揮できるのではと思います」 

「政策決定の立場への女性登用が、他県に比べ少ないことがよくわかりました。地方議員は

立候補が少ないのか、立候補はあるが当選が少ないのか後から気になりました。後者なら県

民全体の意識に関係すると感じたからです」 

内山さん 

布施さん 



 

 

 

 第２８回定期総会において任期途中ではありますが、運営委員お二人が退任され、新しく

お二人が後任として運営委員に選任されました。機関紙「風」にメッセージを寄せていただ

きましたので、ご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５次群馬県男女共同参画基本計画が策定されました 

 群馬県は、令和３年度～令和７年度の５年間に取り組む男女共同参画基本

計画を策定し、本年４月に公表しました。これまでの計画に加え、ＳＤＧｓ

の視点、社会の新たな変化に対応する視点から、審議会への女性参画 45.0%、

管理職に占める女性割合 33%などの目標を定めています。＊詳しくは県 HP→ 

退退退任任任・・・新新新任任任運運運営営営委委委員員員かかからららのののメメメッッッセセセーーージジジ   

 「男女共同参画基本法」が制定されて

から２０年以上の時が流れ、時代は令和

になってもまだまだ女性の社会参画が進

んでない分野がたくさんあります。コロ

ナ禍の今、元来あった諸問題がさらに顕

在化してきています。まずは知ることか

ら始めていきたいと思います。 

 他生協の皆さまとの交流や学習などを

通じて、これからの「男女共同参画」に

ついて発信していければと思います。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

新運営委員 田代裕子（パルシステム群馬） 

 このたび運営委員としてお世話になり

ます岩崎です。男女共同参画社会基本法

については勉強不足ですので理解を深め

ていきたいと思っております。まず身近

な基本理念の一つの家庭生活における活

動と他における活動(特に地域活動への

参加)の両立を目標としていきます。女

性協の活動についても皆様方のご支援を

いただいて責を果たしたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

新運営委員 岩崎知恵（コープぐんま） 

 

 運営委員に携わり一年間、他生協の皆

さんと交流ができとても良い学びの場で

ありました。コロナ禍中ということで視

察研修会の実施ができなかったことは残

念でした。ただ、新たなオンライン学習

会の場を実現できたのはコロナ禍だった

からこそかも知れません。このような状

況でも前向きに活動していくのが女性協

議会だと思っております。 

 明るく、強く、前向きに今後も女性協

議会を発展させていって下さい。私も関

わらせて頂いた一員として貢献していき

たいと思っています。 

 一年間お世話になりました。ありがと

うございました。 

前運営委員 木榑千恵子（コープぐんま） 

 就任当初は、男女共同参画について耳

にしたことはあったものの、センターの

存在も知りませんでしたし、まして男女

共同参画の問題について深く考える機会

もありませんでした。しかし家庭の外に

一歩出てみると、それはとても身近な課

題であること、解決していくためには時

間を要するのだという事を実感しました。 

 本当の意味での男女共同参画の実現

は、女性の登用数だけではなく、男性は

女性を、女性は男性を、尊重し理解して

思いやって成り立つ社会の実現なんだと

知りました。これからの自分の在り方に

大きなヒントを頂けた、そんな一年間で

した。貴重な経験をさせていただき、本

当にありがとうございました。 

前運営委員 冨永みどり（パルシステム群馬） 


